
上流部会で議論して頂く事項

河川整備計画に記載する事項について意見
を頂く。（頂いた意見は、全体調整会議へ報告）

【河川整備計画に記載する事項】

①河川の現状と課題（今回の議論）

②河川整備の目標

③河川整備の実施内容

対象区間は、千曲川河川事務所管内、大町
ダム管理所管内
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策 定

【関係住民の意見を反映
させるために必要な措置】
(河川法第16条の2第4項）

学識者意見の聴取

部会 全体
報告

【河川に関し学識経験を
有する者の意見聴取】

(河川法第16条の2第3項）

【関係知事の
意見聴取】

(河川法第16
条の2第５項）
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